
大阪市水道局技術研修等受託業務取扱規程 

 

(平成23年5月13日局長決） 

（最近改正 令和3年3月29日局長決） 

(目的) 

第１条 この取扱規程は、大阪市水道局（以下「水道局」という。）が、技術研修等を開催する際、他の地方

公共団体等からの研修受講依頼を受けた場合の取扱い及び受託による研修への参加費用（以下「受講費」

という。）の徴収等について定めることを目的とする。 

(技術研修等の内容) 

第２条 技術研修等の講義及び実技内容は、次の各号に定めるものとする。 

(1) 水道技術全般に関すること 

(2) 配水管に関すること 

(3) 給水管に関すること 

(4) 浄水処理に関すること 

(5) 電気設備に関すること 

(6) 機械設備に関すること 

(7) 水質に関すること 

(8) その他水道事業に関すること 

(技術研修等の受講対象者) 

第３条 技術研修等の受講対象者は次の各号に定める者とする。 

(1) 地方公共団体の経営する水道事業体に従事する者 

(2) 受講することが適当であると大阪市水道局長（以下「局長」という。）が特に認める者 

(技術研修等の受講申込) 

第４条 技術研修等の受講を希望する者（以下「申込者」という。）はあらかじめ技術研修等受講申込書（様

式１）を提出しなければならない。 

２ 水道局は、前項の提出を受けた場合は、申込者に受託の諾否を通知するものとする。  

(受講費の納入) 

第５条 水道局が受講を承諾した者（以下「受講承諾者」という。）は定められた受講費を納入しなければな

らない。 

２ 受講承諾者は水道局が、指定した方法により前項の受講費を納入するものとする。 

３ 受講承諾者は、前項にて指定された方法により、納入期限までに受講費を納入しなければならない。 

(受講費の算定) 

第６条 受講費は、研修実施原価、維持管理経費、諸経費により算定するものとする。 

２ 受講費の具体的な算定方法は、別に定める「大阪市水道局技術研修等受講費算定基準」によるものとす

る。 

 



(技術研修等の中止及び変更による費用の負担) 

第７条 水道局が受講承諾後に、受講承諾者の都合により技術研修等を受講しない場合は、受講承諾者が受

講費を負担するものとする。ただし、水道局の都合により技術研修等の中止及び変更が生じた場合は、受

講承諾者は受講費を負担しないものとする。 

（修了証書の交付） 

第８条 技術研修等を受講し、所定の課程を修了したと認める者に対し、修了証書（様式２）を交付する。 

(損害の負担) 

第９条 技術研修等の実施に伴い、水道局又は第三者に損害を与えた場合の補償費は、水道局又は第三者に

故意又は重大な過失があるときを除き、申込者の負担とする。 

(守秘義務) 

第１０条 水道局は、技術研修等の実施過程で知り得た業務上の秘密及び個人情報を第三者に漏らしてはな

らない。ただし、申込者の承諾を受けた場合はこの限りではない。 

(施行の細目) 

第１１条 この取扱規程の施行について必要な事項は、研修・厚生担当課長が別に定める。 

 (適用除外) 

第１２条 局長が必要と認めた場合は、この取扱規程の適用を除外することができる。 

 

附 則 

この取扱規程は、平成23年5月13日から施行する。 

  附 則 

この取扱規程は、平成24年4月2日から施行する。 

附 則 

この取扱規程は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則 

この改正規程は、平成28年4月1日から実施する。 

附 則 

この改正規程は、平成30年4月1日から実施する。 

附 則 

この改正規程は、令和2年4月1日から実施する。 

附 則 

この改正規程は、令和3年4月1日から実施する。 

 


